
平
成
三
十
一
年
四
月
十
日
提
出

質

問

第

一

三

二

号

安
井
正
也
原
子
力
規
制
庁
長
官
に
よ
る
欧
米
九
日
間
歴
訪
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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安
井
正
也
原
子
力
規
制
庁
長
官
に
よ
る
欧
米
九
日
間
歴
訪
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
井
正
也
原
子
力
規
制
庁
長
官
が
本
年
三
月
七
日
か
ら
十
五
日
ま
で
海
外
出
張
し
た
旅
程
お
よ
び
相
手
先
に
共
有
し
た
資
料

の
す
べ
て
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
資
料
の
提
供
を
受
け
た
。

・
二
月
十
八
日
付
の
「
海
外
出
張
の
届
出
に
つ
い
て
」
お
よ
び
別
紙
旅
程

・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
に
関
す
る
説
明

・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
に
関
す
る
説
明
へ
の
添
付

・
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
運
用
に
係
る
経
験
（
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
へ
の
説
明
資
料
）

・
米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
が
開
催
す
る
規
制
情
報
会
議
（
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
で
使
っ
た
講
演
資
料

旅
程
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

・
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ド
ラ
ボ
ヴ
ァ
氏
と
の
会
談
（
チ
ェ
コ
、
三
月
七
日
）

・
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ホ
ー
ル
氏
と
の
会
談
（
英
国
、
三
月
八
日
）

・
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ジ
ャ
メ
氏
と
の
会
談
（
仏
国
、
三
月
九
日
）

・
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

メ
ザ
ー
ブ
氏
と
の
会
談
（
米
国
、
三
月
十
一
日
）

一



・
米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
が
開
催
す
る
規
制
情
報
会
議
（
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
へ
の
参
加
（
米
国
、
三
月
十
二
日
、
十
三

日
）

一

「
海
外
出
張
の
届
出
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
旅
費
の
出
所
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計

電
源
開
発
促
進
勘
定
」
と

あ
る
。
三
月
七
日
か
ら
十
五
日
ま
で
に
同
勘
定
か
ら
支
出
し
た
費
用
の
総
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
勘
定
以
外
の
公
的

資
金
か
ら
の
支
出
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
含
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

チ
ェ
コ
、
英
国
、
仏
国
、
米
国
に
お
け
る
四
人
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
安
井
長
官
と
の
会
談
時
間
の
開
始
と
終
了
時
間
は
旅

程
で
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

四
人
の
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
全
員
が
来
日
し
て
、
四
月
一
日
に
原
子
力
規
制
委
員
全
員
と
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

�

こ
の
意
見
交
換
に
要
し
た
費
用
の
出
所
と
総
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

四
月
三
日
の
原
子
力
規
制
委
員
会
で
は
、
「
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
原
子
力
規
制
委
員
会
と
の
意
見
交
換

会
合
の
実
施
に
つ
い
て
」
と
用
紙
が
た
っ
た
一
枚
、
提
出
さ
れ
た
だ
け
で
、
更
田
委
員
長
か
ら
「
今
回
の
特
徴
は
、
二

つ
、
テ
ー
マ
を
特
に
定
め
て
と
い
う
こ
と
で
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
制
度
並
び
に
そ
の
運
用
の
在
り
方
、
特
に
天
然
核
種
を

二



含
ん
だ
も
の
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
と
、
そ
れ
か
ら
、
廃
棄
物
処
分
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
主
に
議
論
は
ク
リ
ア
ラ
ン
ス

の
方
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大
変
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
」
と
報
告
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
一
枚
の
報
告

に
は
「
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
、
自
身
の
知
見
経
験
を
踏
ま
え
て
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
制
度
の
あ
り
方
や
ウ
ラ
ン
の

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
会
合
の
記
録
を
国
民
は
ど
の
よ
う
に
知
り
得
る
の
か
。

�

安
井
長
官
が
三
月
の
欧
米
訪
問
の
た
め
に
準
備
し
た
文
書
「
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
運
用
に
係
る
経
験
（
国
際
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
へ
の
説
明
資
料
）
」
で
は
、
「
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
に
お
け
る
既
存
施
設
等
の
対
策
期
限
に
つ
い
て
は
、
各
対
策
に
係

る
①
安
全
上
の
重
要
性
（
対
策
を
猶
予
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
）
と
、
②
被
規
制
者
が
そ
の
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
期
間
を
考
慮
し
て
、
新
た
な
規
制
基
準
を
決
定
す
る
際
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
個
別
に
設
定
し
て
い
る
。
対

策
期
限
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
①
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
②
は
補
完
的
位
置
づ
け
と
考
え
て
い
る
」
と
説
明
し
、
新
た

な
規
制
基
準
で
定
め
た
九
項
目
に
わ
た
る
経
過
措
置
の
一
覧
を
添
付
し
て
い
た
。

ア

安
井
長
官
が
こ
れ
を
三
月
に
四
か
国
、
四
人
に
説
明
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
か
。
ま
た
そ
の
記

録
を
作
成
し
た
の
か
。
ま
た
国
民
は
そ
れ
を
ど
う
知
り
得
る
の
か
。

三



イ

四
か
国
か
ら
四
人
が
来
日
し
て
、
四
月
三
日
に
意
見
交
換
会
合
を
行
っ
た
際
に
ど
の
よ
う
な
意
見
交
換
が
あ
り
、
質

疑
応
答
が
あ
っ
た
か
。
ま
た
そ
の
記
録
を
作
成
し
た
の
か
。
ま
た
国
民
は
そ
れ
を
ど
う
知
り
得
る
の
か
。

ウ

四
人
の
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
九
項
目
に
わ
た
る
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
に
許
し
た
経
過
措
置
の
適
正

性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
の
か
。

�

四
人
の
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
ウ
ラ
ン
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
が

あ
っ
た
の
か
。

�

安
井
長
官
が
欧
米
四
か
国
を
歴
訪
し
た
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

四

原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
何
を
根
拠
に
誰
を
任
命
権
者
と
し
て
何
人
が
選
ば
れ
て

お
り
、
要
す
る
年
間
費
用
は
い
く
ら
か
。

五

米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
が
開
催
す
る
規
制
情
報
会
議
（
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
へ
の
参
加
は
、
更
田
豊
志
原
子
力
規
制

委
員
長
が
、
「
米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
か
ら
私
の
出
席
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
会
期
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
て
、
長
官
が
出
席
」
し
た
と
、
三
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員
会
で
答
弁
し
た
。
チ
ェ
コ
、
英

国
、
仏
国
に
い
る
原
子
力
規
制
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
来
日
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
訪
す
る
必
要
性
を
決
定
し
た
の
は

四



誰
で
、
理
由
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

五


